
別紙 2 

狭山市地域新事業創出基盤施設 管理保守点検等業務一覧 

 

１ 警備（機械警備）業務 

（１）地域新事業創出基盤施設の秩序を維持し、火災・盗難・破壊行為等の事故を防止するた

め、施設内外を巡回警備すること。 

（２）職員不在時は、機械警備を行うこと。 

（３）防火諸設備の機器及び各種警報機器の整備・日常点検を行い、災害の未然防止に努める

こと。 

（４）傷病人や事故等が発生した場合には、救護や避難誘導等の必要かつ適切な措置をとると

ともに、可及的速やかに市及び関係機関に連絡すること。 

（５）犯罪発生の防止に努め、事件が発生した場合は、速やかに警察へ通報すること。 

（６）拾得物・遺失物については、台帳を作成し、所轄の警察署に届けること。 

 

２ 昇降機保守点検業務 

（１）適宜使用点検等を行い、事故の未然防止に努めること。 

（２）昇降機を正常かつ良好な運転状態に保つため、年１回の法定点検、月１回の定期点検を

行うこと。 

（３）機種については次のとおり。 

製  造 株式会社日立製作所 

型  式 UAP-11-CO45 

定格積載量 750kg（11人乗） 

運転方式 乗合全自動方式 

定格速度 45m/min 

停止階床 １階～３階（３か所） 

 

３ 清掃業務 

（１）業務内容 

   仕様書３「施設の概要」で示された地域新事業創出基盤施設の管理範囲内を、施設仕様

に適した日常清掃、定期清掃を行い、清潔な状態を維持すること。 

（２）日常清掃 

  ア 玄関通路・階段、エレベーター等共有部分は、ホウキで除塵、モップ拭きすること。 

  イ トイレ床は、除塵後モップ拭きを行い、衛生陶器類は洗浄し、衛生消耗品は補充され



た状態を保つこと。 

  ウ 床、壁・窓及び付帯設備は、埃、シミ等を落とし、清潔な状態を保つこと。 

  エ 屋上は、排水溝及び屋根上のゴミ・雑草の除去を行うこと。 

（３）定期清掃 

ア 床清掃は年３回以上、窓清掃は年２回以上行うこと。 

  イ 照明器具、ブラインドの清掃を行い、適正に作動するよう管理すること。 

（４）清掃に関する業務に伴う注意事項 

ア 作業の実施にあたっては、常に火災・盗難・その他事故が発生することのないよう十分

注意すること。 

イ 作業中に指定管理者が建物・備品等を破損・汚損した場合は、速やかに市に報告し、市

の指示を受け、指定管理者の費用で、破損等した建物・備品の購入・修繕を行うこと。 

ウ 作業中に指定管理者が施設利用者の物品を破損・汚損してしまった場合は、速やかに

市に報告し、必要に応じて適切な措置を施し、市の指示を受け、指定管理者の費用で、復

元・補償を行うこと。 

エ 作業中にあたっては、作業に従事する者の安全に十分配慮し、危険箇所については、作

業前に必ず安全確認を行い、作業人数の増員等適切な措置を施すこと。 

オ 作業の実施に際しては、利用者の研究室等の利用に十分配慮すること。 

 

４ 消防設備保守点検業務 

（１）消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 17 条の３の３に基づき、設置された消防用設備

等（消火器・避難器具・非常警報ベル）を定期的に点検し、当該施設を管轄する消防署へ結

果を報告すること。 

（２）同法第８条に基づき、防火管理者を選任し、上記と同様に当該施設を管轄する消防署へ

防火管理者選任届を提出すること。 

（３）平成 16年５月 31日消防庁告示第９号に基づき、点検、報告を行うこと。 

 

５ 電気設備保安業務 

（１）施設内における電気設備（スイッチ、電気メーター及び子メーター、電灯等）の作動及び

配線や状況を確認すること。 

（２）施設内の電気設備及び配線に不具合が生じた場合は、市へ報告するとともに、必要に応

じて、市と協議の上、修繕を行うこと。 

（３）各部屋の電気設備については以下のとおりである。 

  ア １階 研究開発室 200V ３相 



  イ ２階 研究室   100V（家庭用） 

  ウ ３階 研究室   100V（家庭用） 

 

６ 空調設備保守点検業務 

（１）施設内の空調機器の作動を確認すること。 

（２）空調機については、日常点検の他、清掃・作動確認を含む点検を行うこと。 

（３）定期点検は機器の状況を踏まえ、必要に応じて行うこと。 

 

７ 自動ドア保守点検業務 

（１）１階エントランスにある自動ドアについて、使用点検等を行い、事故の未然防止に努め

ること。 

（２）不具合が生じた場合には、速やかに市に報告し、必要に応じて適切な措置を施し、市の指

示を受け、指定管理者の費用で、復元・補償を行うこと。 

 

８ 外構施設・駐車場・植栽保守管理業務 

（１）外構施設（電灯、掲揚台、看板等敷地内にある施設）、植栽についての美観を維持するこ

と。 

（２）駐車場は、入居者等が利用しやすいような状況を維持すること。駐車場において盗難や

事件が発生した場合は、速やかに警察へ通報するとともに、市へも連絡すること。 

 

９ 特定建築物定期点検・報告義務 

  建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 12条第２項及び第４項に定める定期的な調査・

報告を行うこと。 


